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地域ボランティア清掃活動

大雪や猛吹雪の際のごみ収集の対応について
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病（医）院名
令和４年１２月 令和５年１月

28日
（水）

29日
（木）

30日
（金）

31日
（土）

1日
（日）

2日
（月）

3日
（火）

4日
（水）

５日
（木）

６日
（金）

津別病院 △・救 ○・救 ×・救 ×・救 ×・救 当番 ×・救 ×・救 ○・救 ○・救
美幌　田中医院 ○ ○ × 当番 × × × × × ○
美幌　玉川医院 ○ × × × × × × × × ○
こばやし内科クリニック △ × × × × × × △ ○ ○
美幌　みやざわクリニック ○ × × × × × × × △ ○
びほろ耳鼻咽喉科クリニック △ △ × × × × × △ ○ ○
美幌皮膚科 ○ × × × × × × ○ × ○
美幌僚育病院 △ × × × × × × △ △ ×
美幌町立国保病院 ○・救 ○・救 ○・救 ×・救 ×・救 ×・救 当番 ×・救 ×・救 ○
女満別中央病院 ○・救 ○・救 △・救 ×・救 当番 ×・救 ×・救 ○・救 ○・救 ○・救
東藻琴診療所 ○ ○ △ × × × × ○ ○ ○

年末年始の各病（医）院の診療体制
○＝平常診療、△＝午前診療、×＝休診、当番＝休日当番病（医）院、救＝救急病院（急患のみ）

広報つべつ　2023年 1月号

　毎年、津別町内の自治会や企業の皆さまが地域ボランティア清掃活動を実施しており、津別町環境衛生
推進協議会で作成しているボランティア袋を使用して、町内や企業周辺のごみ拾いを行っています。
　令和４年１２月までに１１団体からボランティアの申請をいただいています。今年もご協力くださいま
すようお願いします。

　大雪や猛吹雪の際は、ごみ収集が
できない場合があります。悪天候で
収集できない場合は、町のホーム
ページおよび「ささえねっと＠つべ
つ」にてお知らせしますので、ご確
認をお願いします。
　また、積雪があった際のゴミス
テーションの雪かきについては、ゴ
ミステーションを利用されている皆
さまで行ってください。

「ささえねっと＠つべつ」への登録を！

メールの登録方法
①右のQRコード
　から、手順に従って登録し
　てください。
②下記メールアドレスへ空メ
　ールを送り、手順に従って
　登録してください。
　t-tsubetsu@sg-p.jp

ＬＩＮＥの登録方法
ＬＩＮＥアプリを
開き、右のＱＲコードから、
友だちに追加します。
ＬＩＮＥにメッセージが届
きます。手順に従って登録
してください。

「ささえねっと＠つべつ」への登録を！
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年金 ミニ 知識 戸籍年金係8番窓口
☎77－837820 歳になった方の国民年金

の加入手続きについて
　日本国内に居住している20歳から60歳までの方
は、国民年金の被保険者となり、国民年金保険料
を納めることが義務付けられています。
　20歳になった方には、日本年機構から「国民年金
加入のお知らせ」や納付書などにより国民年金に加
入したことを郵送でお知らせしています。
　また、20歳になってから約2週間程度経過しても

「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、役
場戸籍年金係にお問い合わせください。ただし、
厚生年金または共済年金に加入している方を除き
ます。

※保険料を納付することが経済的に困難な場合に
は、保険料の納付が猶予または免除される制度が
あります。
　学生の方は、本人の所得が一定額以下の場合、
国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例
制度」があります。また、学生でない20歳以上50歳
未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下
の場合に国民年金保険料の納付が猶予される「納付
猶予制度」があります。なお、免除の承認がされた
期間は、老齢年金を受け取る期間に算入されます
が、年金額には反映されません。

広報つべつ　2023年 1月号

軽自動車の車検時の納税証明書の提示が不要になります
令和５年１月から、軽自動車税納付確認システム（軽JNKS）で継続検査窓口での
納税証明書の提示が不要になります。

～ご注意ください～
●軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報
　が軽 JNKS に登録されるまでに時間がかかる場合が
　あります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお
　願いします。
●二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動
　車は軽 JNKS の対象外です。
●口座振替対象者に例年６月に送付していた納税証明
　書（車検用）については、令和５年から送付しませ
　ん。ただし、二輪の小型自動車に限り、納税証明書
　（車検用）を郵送します。

～車検時に紙の納税証明書の提示が必要となる場合～
　次のようなケースは、紙の納税証明書が必要となる
場合があります。その場合は納付書右側の軽自動車税
種別割納税証明書（車検用）か役場１０番窓口で発行
する納税証明書をご提示ください。
●納付したばかりのため、軽 JNKS に納付情報が登録
　されていない場合
●中古車の購入直後の場合
●名義変更や住所変更した直後の場合
●対象車両に過去の未納がある場合
問い合わせ先　税務収納係10番窓口　☎ 77―8376


